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　1850年から71年にかけて，アメリカ全土の約1／10といわれる広大な土地

が，イリノイ州以西の西部諸州の鉄道建設を援助するために与えられた問題

は，古くから多くの議論を生んできた。有名なのは1945年ミシシッピ・ヴァ

リィ・ヒストリカル・レヴュウ32巻に発表されたロバートS．ヘンリーの「ア

メリカの歴史教科書に見られる鉄道土地付与の伝説」と題する論文で，これ

は土地付与政策によって鉄道会社が莫大な量の土地を手に入れて大きく私腹

を肥しただけでなく，開拓農民を圧迫して横暴を極めたとするいわゆる“泥

棒貴族”論に対して，実際に鉄道会社が入手した土地の量は多くの教科書の

地図に書かれているように広いものではなく，土地付与を受けた鉄道マイル

数は全体の8パーセントにすぎず，また政府の財産（主として軍事輸送）お

よび郵便物を安価に運搬することを義務づけた土地付与法の附随条項によっ

て連邦政府が1945年までにえた利益は与えられた土地の原価をはるかに上

廻るものであったとして，土地付与政策によって鉄道会社がえたとされる利

益は不当に誇張されているとした。これに対する反論は1945年と46年のミ

シシッピ・ヴァリィ・ヒストリカル・レビュウで特集され，デヴィッドM．エ

リス，ロバートE．リーゲル，チェスターM．デスラー，ブレッドA．シャノ

ン，エドワードC．カークランド，チャールズS．モーガンなどの学者たちが

これに反論1）した。その後も西部の鉄道土地付与政策は西部の鉄道建設にと
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っては必要であったのであり，その収益は妥当なものであったとする説と，

鉄道会社はそれによって過大な利益をえ，この政策はアメリカ社会に害を与

えたとする説が相並んで展開されてきた。そして個々の鉄道によって事情が

異なることから，個別の鉄道についての研究へ進み，たとえばグレート・

ノーザン鉄道についてはジョンB．リー2，セントラル・パシフィック鉄道に

ついてぱロイドJ．マーサー3，ユニオン・パシフィック鉄道についてはロ

バートW．フォーゲル4，スタンリーL．エンジャーマン5，がそれぞれ業績

を発表している6。

　筆者は以上のような連邦政府対鉄道，アメリカ社会対鉄道の得失関係や鉄

道会社の収益率の問題にはそれほど興味はもてないし，またそのような議論

に参加するのに必要な資料ももち合せていない。むしろ鉄道土地付与政策の

実態と経緯，そしてそれがアメリカ社会と鉄道の発展にどのような意味をも

ったかという点に重点をおいて，古い研究を中心に整理してみた。また地域

的にはイリノイ州，アイオワ州，カンザス州に限り，大陸横断鉄道その他に

ついては別の機会に譲ることにした。

　　〔注〕

　1）　これらはいずれもCarstensen，　ed．，　Tlze　Pztbl〆c　Lands．　Stttdies　in〃ie　H紺oり，

of　tJte　Public　Domain．1968，に収録されている。

　2）　John　B．　Rae，　The　Great　Northem’s　Land　Grant．／ounial　of　Economic　His．

　　τo”，VoL　XII，　No．2，1952．

　3）　Lloyd∫．　Mercer，　Land　Grants　to　American　Railroads：Social　Cost　or

　　　Social　Benefit．　Business　Histoり，　Reviezv．　Vo1，　XLIII，　No，2．1969．

　　　　，Rates　of　Retum　for　the　Land　Grant　Railroads，　The　Central　Paci丘c

　　　System，　JourTiat　of　Ecoηomic　Histoり，．　Vol．　XXX．1970．

　　　　，Building　Ahead　of　Demand，　Some　Evidence　for　the　Land　Grant

　　　Railroads．ノ0〃η2α1（ゾEconomic　Histo　ry，　VoL　XXXIV，　No．2．1974，

　4）Robert　W，　Fogel、　The　Un　ion　Rπ流Railroad；ACase　in　Prematitre　En　tey－

Prise．　1960．

　5）　Stanley　Engerman，　Sound　Economic　Issues　Relating　to　Railroad　Subsi・

　　dies　and　the　Evaluation　of　Land　Grants．ノOz〃ηα／o／Econemic、History，　Vol．
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　　　　　　　　　　　　　アメリカの鉄道土地付与政策について（小澤ノ

　XXXII，　No．2．1972．

6）　さらに一般通史などを含めての文献はLloyd　J．　Mercer，　Raitroads　and　Land

Grant　Poh’cy．　A　Sr2イ〔∫｝l　ilz　Government∬ntervention．1982．のChap．1，　II．参照。

1．1850年の状況

　イリノイ・セントラル鉄道にたいする土地付与政策が始められた1850年の

アメリカ全国の鉄道の発展状況を概観して，土地付与政策の意味を見ること

にする。

　北部ではニューヨーク・セントラル鉄道は43年にオルバニー一バッファ

ロー 間の各小鉄道が一貫旅客列車を走らせる協定を結び，48年には“運河

運賃”（鉄道事業が運河に不利にならないことを目的とした運賃規則）によ

って貨物輸送が州政府によって認可されたが，ハドソン・リヴァー鉄道がオ

ルバニーに達するのは51年であり，小鉄道を統合してニューヨーク・セント

ラル鉄道会社が発足するのは53年であるから，50年はようやく完成に近づ

きつつある状況であった。ペンシルヴァニア鉄道も50年にホリディスバー

グまでの東部線が完成し，52年のフィラデルフィアーピッツ・ミーグ間の完

成を待つ状況であった。イリー鉄道は51年にハドソン河のピアポントから

ダンケルクまでが開通し，その後東方はジャージィ・シティと西方はバッフ

ァローとの連絡を待つ状況であった。このように見ると，アメリカでは東部

から西部へ鉄道建設の波が拡がっていったのであるが，その時間的ずれはか

なり小さなものであったことがわかる。オハイオ州では37年恐慌の余波が

ようやく収まって，46年ごろから鉄道建設を再開し，48年にはスプリング

フィールドーサンダスキ間が通じ，コロンブス・アンド・クセニア鉄道が50

年に，コロンブス・アンド・シンシナティ鉄道が51年に完成するが，ニュー

ヨーク・セントラル鉄道やイリー鉄道の西方への延長が，イリー・アンド・

ノースイースト鉄道，クリーヴランド・アンド・イリー鉄道，クリーヴラン
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ド・ノーフォーク・アンド・トレド鉄道として建設されつつあり，いずれも53

年の開通を待つ状況であった。ペンシルヴァニア鉄道の延長はピッツバーグ

からクリーヴランド・アンド・ピッツバーグ鉄道，ピッツバーグ・フォート・ウ

ェイン・アンド・シカゴ鉄道によってなされ，53年の前老の貫通を待つ状況

であった。インディアナ州ではまだ計画の段階であり，徐々に東部資本が流

入して，小路線マディソン・アンド・インディアナポリス鉄道が50年に開通

し，ベルフォンテン・アンド・インディアナ鉄道，インディアナ・セントラル

鉄道，テレフォーテ・アンド・リッチモンド鉄道が53年に完成し，フィラデ

ルフィアからの物資が流入するのを待つ状況であった。ミシガン州では，恐

慌後建設が中断していたミシガン・セントラル鉄道とミシガン・サザン鉄道を

46年にジョン・マレイ・フォーブスを中心とする東部資本が買収し，52年に

シカゴに到着するのを待つ状況であった。イリノイ州は当時鉄道建設の西

の尖端にあり，まだ見るべき路線もなかったが，ここでも48年から“国内

改良ブーム”が再発し，小路線ガレナ・アンド・シカゴ・ユニオン鉄道が西方

の鉄鉱石地域への建設を始めたほか，シカゴ・バーリントン・アンド・クィン

シー鉄道とロックアイランド鉄道の申請が州議会を通過しており，その後ガ

レナ・アンド・シカゴ・ユニオン鉄道がミシガン・セントラル鉄道と，ロックア

イランド鉄道がミシガン・サザン鉄道と提携するのを待つ状況であった。

　一方，イリノイ・セントラル鉄道がのびる予定であった南部の状況を見る

と，奴隷制下の木綿単一栽培が主流であった経済と，それを支配したプラン

ターたちの政治的支配の下で，南部型の鉄道建設が1850年には2000マイル

に達していたがじ，それは南東部の海港，とくにチャールストン，サヴァン

ナと内陸諸都市モンゴメリィ，アトランタ，チャタヌーガを結ぶ東西型の建

設を主要方向とするものであった。（50年代に入って，ナシュヴィルやルイ

ヴィル，カイロなどによって西部と結ぽうとする動きが生じるが，これは奴

隷制の危機に対応しようとする，あくまで副次的性格のものであった。）

　恐慌の影響が薄れるにつれて，チャールストンの勢力はジ・一ジァ鉄道を
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推進し，サヴァンナの勢力はメーコン・アンド・ウェスタン鉄道を建設し続け

た。そのいずれもが45年にアトランタに達し，その延長のウェスタン・アン

ド・アトランティック鉄道が49年にはチャタヌーガに達し，一方ではさらに

西部への伸張と他方では北方の西部との連絡が指向される状況であった。50

年の時点では，ナシュヴィルとチャタヌーガを結ぶ計画，さらにそれを北上

させてルイヴィルとナシュヴィルを結ぽうとするルイヴィル・アンド・ナシュ

ヴィル鉄道，メンフィスとチャタヌーガを結ぶ計画，そしてミシシッピ河に

面するヴィックスバーグとメコンを結ぶ路線が建設され始めようとしてい

た。このような状況のなかで，ミシシッピ河通商を補強する形で，主として

モビール市の商人たちによって47年から計画され始めた南北路線モビール・

アンド・オハイオ鉄道の計画が，当時ようやく激化し始めていた南北対立を

妥協させようとした民主党のステフェン・ダグラスによる南北を結ぶイリノ

イ・セントラル鉄道案の一要素となって現われたのであった2。

　以上のようにイリノイ・セントラル鉄道は当時の西部の鉄道建設の最西端

の大計画であるとともに，当時の東部，西部，南部の勢力が集まった性格を

もつ計画であったが，一面，州政府以下の地方自治体による鉄道建設にたい

する援助が停滞していた状況が，40年代後半以降の景気の回復によって再

び活気をとり戻しつつあるなかで，37年恐慌期のきびしい「国内改良」を

めぐる情勢を緩和させることの必要性がイリノイ・セントラル鉄道から始め

られる土地付与政策の背景にあった。1830年代の「国内改良」ブームが37

年恐慌によってかなり惨憺たる状況に陥ったことは有名であるが，この結果

1842～46年ごろ地方政治のなかで「国内改良」にたいする警戒とそれから

の後退の現象が見られた。その具体的現われは，州政府が税金などの負担の

増加を恐れて，鉄道の経営や管理から撤退し始めたことであった3・’。これは

全国的傾向であったが，その具体的な現われ方と時期は，各地域で異なって

いた。その理由は，鉄道建設を要求する動きは各地域に強固に存在し，むし

ろ激しくなりつつあり，各地方自治体の鉄道建設費援助は相当な割合で続け

　　　　　　　　　　　　　　　一　5　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　5



られたからである4。とくに未開の西部の地域は人口稀薄であったから，も

っとも公的資本を要求しながら，もっとも公的資本を地元では提供し難い情

勢にあった。ここに連邦政府による土地付与政策が始められる大きな背景が

あった。

　　　〔注〕

　　1）拙稿「南北戦争前のアメリカ南部鉄道業」岐阜経済大学論集，第15巻第1号，

　　　昭和56年。

　　2）以上の要約には，とくに，Allen　Billington，ル∫’z｛，αノ∂Erpa・nsion，　A　Histo　4・

　　　α〆tlie　A〃zerican　Frontier，1967．　Chap．　XIX．　Railroad　and　Sectionalism，1837－

　　　1850，および，John　E　Stover，　Iron　Road　to　the　West．　A　merica｝z　Railroads　i12

the　I850　’s．1978．を参考にした。

　　3／　Carter　Goodrich，　Revulsion　Against　Internal　Improvements、／ou〃’nal〔）f

　　　　Econoniic　History．　Vol．　X．1950．　pp．145－148．

　　4）1860年までのアメリカの総鉄道投資額10億ドル中，約li’4が公的資本であった。

S，Ratner，」．　H．　Soltow，＆R．　Sylla，7’lie　Evoli‘tion　of　Ameγz’ca72　Econo，n｝v　．

G「ott’”｝，　W’e　lfa　，’e，　an〔ゴ　Decision　ルfaking．1979．　p． 120．

2．交通関係の土地付与政策の背景

　独立革命以前から道路建設とその整備はアメリカ社会が必要とした公的事

業であった。イギリス本国の伝統を受け継いで，タウンの成員は道路建設や

整備のために共同作業に参加する義務があった。初期の西部への進出と公有

地の払い下げが始まるにつれて，道路用，運河用の土地が連邦政府から払い

下げられた。オ・・イオ州（1803年），インディアナ州（1816年），ルイジアナ

州（1804年）が組織されたとき，道路用，運河用の土地が連邦政府から州政

府に払い下げられた。またその後も，たとえぽ1832年には，オ・・イオ州の

馬車道には120フィート幅の土地とその両側の1マイルの土地が割譲された

し，1820年代のウォバッシュ・アンド・レーク・イリー運河，マイアミ運河，

イリノイ・アンド・ミシガン運河には運河の通り路とその両側各5マイルの土
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地が，政府の未分譲の土地と交叉する形で付与された1。運河の建設によっ

てその周辺の地価は少なくとも2倍に上昇するから，最低1エーカー1．25

ドルの一般の土地の規定にたいして，運河周辺の土地は2倍の2．50ドルを

最低値とすることによって，政府は損失を蒙らないとされた。現に，若干例

外的な例であるが，イリー運河の場合，周辺の農地の地価は2～4倍に上昇

した2。このように，鉄道土地付与政策の先駆は運河の場合に見られるので

あり，その理論的根拠も，具体的な付与の方法も大筋においてその時期にで

き上っていたのであった。

　鉄道時代に入って，州政府が鉄道会社を認可するとき，その鉄道の通行用

地right－of・wayが州政府によって鉄道会社に払い下げられることは，他の各

種の援助とともに常識となったが，西部のまだ人口がまぼらで，低い営業収

入しかえられない地域へ，いわぽ開拓民に先立っての鉄道建設が必要となっ

たとき，そして30年代の苦い経験から，各州政府が従来のように正面から

鉄道建設にたずさわらなくなった状況の下で，鉄道建設を採算あるものにす

るため，具体的には東部の資本とその背後のイギリス資本を誘引するため

に，連邦政府が直接に払い下げる運河時代の方式が，今回は従来よりはるか

に大きな規模で復活したのが，イリノイ・セントラル鉄道方式であった。

　さて，この1850年に始まる鉄道土地付与政策を，アメリカの公有地全体

の処分の歴史のなかで位置づけてみよう。独立革命のとき，88万9000平方

マイルあったアメリカの領土は，1853年のガズデン購入までに3．4倍に増

加したとされる（この間人口は8倍に増えた）が，この公有地の処分の方法

は，一般に，公的収入のための売却をめざして大きな面積の土地を少数の購

入者に売却することを中心としたアレグザンダー・ハミルトン方式と自作農

を中心とする小規模売却を唱えたトマス・ジェファーソン方式に大別される。

（もっとも現実にはハミルトンも工業の市場としての農業を育てるために，1

エーカーを30セントの安価さで売却することを推奨したり，ジェファーソ

ンも，農業のための国内開発計画には運河などへの大量売却を認めるなど，
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矛盾する側面は見られた。）3

　東部の工業化が進展し，西部開発が進むに従って，1830年代以降各地域

の公有地処分にたいする態度ができ上っていった。まず東部の新興製造業勢

力は，西部の安価な土地を利用できることが労働者を西部の農業に惹きつ

け，東部の工業労働者の賃金を高めることを恐れた。そこでかれらは，西部

の土地の価格を高める政策と関税によって工業を保護する政策を唱えた。そ

してこの西部の土地の販売価格を高める政策と関税率を高める政策が双方と

も国庫収入を増やし，その結果現実に国庫に剰余金が生じたので，それを国

内開発の資金として利用するために，各州に融通することを推奨する方向に

向った。もっとも西部への移住を望む中産階層や低所得者層は，西部の土地

を安価にする政策を唱え，この声は南北戦争に近づくにつれて大きくなっ

た。

　南部は木綿生産に集中しており，工業製品の消費者であったので，保護政

策には反対であり，輸出市場に依存していたので国際通商の制限にも反対し

た。そして南部は水系路に恵まれており，経済的構造上それほど国内改良を

必要としなかったので，国内改良にたいしてはあいまいな態度をとった。土

地問題については最初はあいまいな態度をとっていたが，南西部ヘプラン

テーションが拡がっていくにつれて安価な土地政策に賛成の方向へ態度を変

えていった。

　西部の人々は，まず第一に安価な土地政策によって経済的，政治的な力を

伸ぽすことを欲した。かれらは国内開発に連邦資金を使用することを可能に

してくれる関税政策には南部ほど反対はしなかった。西部の人口が増すに従

って西部の発言力は強まり，その影響の下に連邦政府の土地政策は寛大にな

っていった。

　以上の各地域の利害が，1850年にイリノイ・セントラル鉄道法案の形で現

われたわけであるが，今後鉄道会社への土地付与問題のなかでくり返し現わ

れる開拓農民たちの土地不法占拠の問題について見よう。土地法が何度か変
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化し，新しい法律が出ることによって従来の法律は無効化したり，あるいは

両者が重複したりする複雑な情勢のなかで，それは必ずしも「不法」とは言

えないという意味をもつことからこの問題は複雑である。18世紀以来，組

織的には土地分譲と重なって，あるいはむしろそれに先立っての個人の西部

の土地の占有はどの時期にも見られた現象であり，あるいは政府の機関の公

的な測量に先立って，あるいは公売に先立って入植した開拓民が未占有の土

地を開墾し，「改良」した実績を政府に認めさせようとする努力が各時期に，

各所で見られ，それは大土地投機業老たちの勢力と対抗しながら，1830年

代には一つの社会的勢力となって政治を動かし，1841年の先買権法を生ん

だ。西部の開発が進むにつれて，従来の測量済みの土地への集団的な移住に

代って，個々の農民がまだ必ずしも測量されていない土地へ住みこむ傾向が

強くなってきたことから，政府の集団的土地販売（多くは競売の形をとっ

た）以前に住みこんだ開拓民が，その土地の権利を要求したのであった。

1830年代，40年代に，測量済みの土地にたいしては，部分的にこの法律を

認める法令ができたが，それが1841年に先買権法として総括されたのであ

った。それは，測量済みの土地に住む，あるいは今後住む予定の開拓民に

160エーカーの土地を与えるというものであった。これは西部開拓農民の勝

利であったが，一面，それが未測量の土地やインディアン居留地には適用さ

れなかったこと，1エーカーにつき1．25ドルの最低販売額を規定したことか

ら，開拓民にとって不満の種は残った。そして，一般に不法占拠者（スクウ

ォッターズ）と呼ぼれたこれら開拓民の「不法」性の論拠があいまいで，か

つ新しい立法によってそれが動揺したため，かつまた，スクウォッターズが

しぽしぽ土地投機業者の手先に使われたといった問題も含めて，この問題は

19世紀後半まで種々の形で残り，鉄道会社とこれら開拓民の間の対立を生

み，しぼしぽ紛争状況を生んだ。

　以上のスクウォッターズよりも広い意味での，前述のジェファーソン的

な，個人の開拓民に小分割の土地を払い下げることを要求する傾向は，50
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年代の西部の人口の増大とともに自由土地ワリー・ソイ・レ）運動としてさら

に大きな問題となり，当時工業化の途を歩んでいた東部の勃興しつつある産

業資本家層，移民の流入によってその数が増えつつある労働者層という二大

勢力が自由土地運動に賛成するという南部対北部の奴隷制をめぐる対立の深

刻化とからんだ，50年代の重要な政治問題となった4。北部と西部の通商の

改善を一つの軸として生れた北部・西部連合が“自由な土地”に賛成の方向

へ向い　北部の西部へ進出しようとする大資本や，ノウ・ナッシング党を

中心とするネィティヴィズムはこれに反対であった　，一方南部は奴隷制

擁護の立場からこれに反対したのが大きな傾向5であった。

　〔注〕

U　Everett　Dick、　The　Lure　of出e　Land，　 A　

Social　Histoni　of　tile　P1め1｛c　Lands

　fro2n　the　A　rtic／es　Of　Confede　ration　to　tlie　．へ乏zピ　Deat，1970．　pp．160－161，

2）　Billington．　op．　c’it．、　p．334．

3）　クラウソン；アメリカの土地制度』小沢健二訳，1981，60－61頁。

4＞　Roy　M．　Robbins、　OttγLanded　Heγitage，　the　Puφ｛ic　Do｝｝2ain、1776－1936．1942．

　Chap．　X－XIX．

5）　この間の事情をビリントンは次のように説明している。

　　L一南部人たちは，奴隷制についてのこの闘いの時期に，すべてのことをかれらの

　特異な制度と関連して判断し始めた。そして，かれらは自由な土地の政策が自分た

　ちに害をなすことを悟った。安価な土地は，ミズーリー妥協によって自由になった

　ミシシッピ河以西の土地へ北部フロンティアが急速に進むことを意味した。他方．

　南部の西方への途は，オザーク平原の庄みにくい荒野やインディアンの庄む乾燥地

　域によって阻まれていたので，拡張によって新しい奴隷制のための土地をえること

　はできなかった。南部人たちは移住を続けることは全極西部を自由州にしてしま

　い，北部の政治力を育てることになることを悟った。南部は絶望して．ディストリ

　ビーション法やその他土地の価格を高める政策を提唱し，西部の憤激を買った。

　　そしてより重要であったことは，北部の人口の二大分野が西部のための安価な土

　地を提唱する方向へ意見が変っていったことであった。一つは従来東部の工業に必

　要な労働力が洞渇することを恐れて，自由士地法に反対していた政治力をもった資

　産家層であった。富裕な産業資本家たちは自分たちの新しい立場が安定するにつれ

　て，すべての西部人がかれらの工場の製品の潜在的なおとくいであること，すべて

　の西部の企業が余剰資本の投資の対象であることを悟り始めた。1840年代初期の

10
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経済的回復のあとで資本が西部の運河や鉄道，銅鉱山や森林資源，町の不動産や農

地に投資されるにつれて，多くの東部人たちは，入植に不利な土地法によって西部

を形成することがもっとも自分たちの利益につながると信じ始めた。1845年から

1850年にかけてアイルランドの困窮から北東部に安価な労働力が溢れたこともそ

の傾向を助けた。アイルランド移民たちが大量に工場に流れこんだことから，工場

経営者たちは以前ほどには労働力の不足を恐れなくなったからである。

　さらに重要なのは，労働者階層がゆるい土地法に賛成の感情をもつようになった

ことである。1840年代初めの不況期に，労働運動の指導者たちが，北東部の人口

過剰のために工場経営者たちが労働者たちに極端な低賃金を押しつけることができ

る状況が生れていることを認識して，過剰な労働力のはけ口を土地制度に求めるに

つれて，この傾向は勢いを増していった。もっとも影響力があったのは長く労働運

動にかかわってきた人道主義者ジョージ・ヘンリー・エヴァンスで，かれは1844年

に土地問題改革に東部の労働者を結集するためにNational　Refonm　Association

を創立した。2年のうちにこの組織は八つの州に支部をもち，ニューヨーク・トリ

ビューン紙のホレス・グリーリィなどの参加を見て，政治家たちの注意を集めた。

その宣伝は効果的で，1846年には，早急に辺境地域に定住を促進するようなどの

ような土地法案にたいしても，工業資本家と提携する態勢が東部労働者の間にでき

上っていた。このような奇妙な同盟に，西部の農民たちと同盟する機会を与えたの

がホームステッド問題であった。先買権法が万能薬でないことが明らかになるにつ

れて，西部では自由な土地を求める気運が昂まっていた。1841年のあとも，未開

地では土地投機業者が活躍して，不法侵入老たちを雇って，自分たちのために土地

を先買させていた。また農場を買い入れるために，破滅的な利子で借金した貧乏な

西部人たちから，高利貸たちが暴利をせびり上げていた。辺境人たちは政府がすべ

ての定住者に1！4セクションの自由地を与えれぽこれらの悪が消滅すると信じた。

北東部も熱狂してきた。産業資本家たちは自分たちの安物商品に新しい市場を約束

してくれるこの方策に好意を示した。労働者たちは自由な土地政策を，余剰労働力

を西方へ引きつける磁石と考えた。さらに奴隷制廃止論者たちは，公有地を小規模

に払い下げる方策はプランテーション制度の拡大を阻止するとして，ホームステッ

ド法を支持した。”Bil】ington，　op．　cit．，　pp，384－386．

　この問題についての比較的新しい研究として，Eric　Foner，　Free　Soil、　Free　La・

boγ，　Fγee　Men．　The　Ideolegy　o∫the　Republ｛can　Pα的be∫oγe　the　Civ｛［Wαγ．

1970．がある。

　なおわが国における研究としては，山本幹雄：南北戦争　　その史的条件2

1963，第三章第一節「土地問題の政治化」がすぐれている。また最近には，岡田泰

男「アメリカ西漸運動の社会史的考察」社会経済史学，第41巻第4号，1－23頁
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がある。

3．土地付与政策初期の経過

　1850年前後の時点で，鉄道が西部の農民にとって不可欠の存在になりつ

っあったことは明白であった。イリノイ州の場合を見れぽ，1850年頃には

耕作可能地は一般にイリノイ・アンド・ミシガン運河から15マイル以内の土

地とされたし，鉄道が通じたあとは鉄道駅から20～30マイルが限度とされ

たレ。1850年頃の状況を述べたアンドリュース・レポート（lsrael　D．　Andrews，

“ The　Trade　and　Commerce　of　the　British　North　American　Colonies　and　upon　the

Trade　of　the　Great　Lakes　and　Rivers．”）は，馬車輸送によるトン・マイル当り運

賃を15セントと計算しているが，鉄道初期の小麦運賃はトン・マイル当り約

1．5セントであった。この頃50～80マイルの小麦出荷の馬車輸送を行った

場合は小麦販売価格のうち，交通費がその50～70パーセントを占めること

があった2，。そして，水系路や鉄道駅から離れた場所の農民たちは，晩秋か

ら冬にかけての多くの日々を穀物搬出に費やさなけれぽならず，このため従

来のように穀物を蒸溜酒に加工して搬出を容易にする方法に頼らざるをえな

かった3。当時の穀物の現物出荷のための単一栽培方式に進みつつあった農

民たちにとって鉄道は不可欠な存在になりつつあったが，1850年頃には西

部から東部への家畜の運搬においても鉄道による方向へ転換し始めていた。

1850年には数十万頭の家畜がインディアナ州，イリノイ州，ミズーリ州，

テネシー州から東部諸都市に搬出されており，同年にニューヨーク市だけで

26万頭の牛，50万頭の羊，40万頭の豚を受け入れている4。その他東部の

人々の西部への旅行においても鉄道が中心的な役割を果しつつあったし，木

材の少ない地方では家の建築資材としての木材の遠方からの運搬や，漸く

普及し始めた大型農機具の運搬においても鉄道は不可欠な存在になりつつ

あった5）。
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　　　　　　　　　　　　　　　アメリカの鉄道土地付与政策について（小澤）

　以上のように，西部開拓に参加した農民たちの生活の多くの面で鉄道は重

要な役割を果すようになり，“大平原は鉄道が開いた”といわれつつある状

況が生れつつあったが，一面鉄道会社側から見れぽ，開拓者たちによる農地

の開発は鉄道の発展にとって不可欠な存在であった。当時すでに若干開かれ

ていた金・銀を始めとする山中の鉱山業を除いて，当時の西部には産業らし

い産業は存在しなかった。鉄道市場としては農業と牧畜の展開を待つ以外に

途はなかった。ある程度の人口密度に達した地域に鉄道を建設する場合に

は，建設のための資金や便宜をある程度沿線から期待することができたし，

建設後には旅客貨物の輸送を期待することができた。そしてより重要なこ

ととして鉄道周辺の地価の上昇を期待することができた。資力に乏しい開拓

農民が実際に入植して土地を「改良」し，大土地投機業者の土地の価格を高

めるという傾向は，19世紀初頭以来各地で見られた現象であった。この意

味で，小農民と大土地投機業者の間に局部的な利害の共通性が存在した。大

土地投機業者が資金を提供し，小農民の名を使って土地を占有し，開発する

方策も生れた。鉄道会社への土地付与が行われ鉄道建設が始まると，鉄道会

社は沿線に住む農民を創りだすためこぞって東部やヨー　Ptッパから移民労働

者を誘引する政策に出た。このように，大土地所有者である鉄道会社と農民

の間には，西部を共同して開発し，その経済的収益を共にする側面が存在し

た。

　しかし，のちの経過で見るように，両者の間の対立関係も厳しいものがあ

った。鉄道会社が土地付与を受けたことは，何といっても小農民たちの土地

が入手し難くなったことを意味した。鉄道会社が路線を建設し終るまで，そ

の土地付与予定地にホームステッド農民たちは入植することを許されなかっ

た。鉄道会社側は鉄道沿線の土地が出荷その他に便利であることを理由に，

できるだけ高価に販売しようとした。しぼしぼ，貧しい農民たちは，鉄道路

線から離れた，地価の安い，不便な土地で辛抱しなけれぽならなかった。鉄

道へ付与された土地で農民たちがすでに住んでいた場合，あるいはあとから
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「不法に」入植した場合，両者の間に紛争が起きた。このような「開発」は

インディアン居留地や保留地に白人たちが住み込んでいく歴史であったが，

ここでも鉄道会社と小農民は衝突した。しぼしぼ小農民は鉄道会社から融資

してもらって（月賦支払の形など）土地を入手したが，自然的災害などで農

民が利子を支払えなくなった場合には両者の間に紛争が生じた。総じて，初

期の段階では鉄道は地元から歓迎され，建設を懇請されたが，70年代以降，

反鉄道感情が昂まるにつれて，「鉄道横暴論」が力をえ，土地付与法自体も

70年で打ち切られていった。

　以上のような協調と対立，利害の一致と不一致のなかで事態は進展してい

くのであるが，その背後には，西部の鉄道建設が主として東部の資本によっ

て行われた問題がある。その歴史を大雑把に見ると，まずボストン・ウース

ター鉄道やニューヨーク・セントラル鉄道で鉄道の建設と経営の経験を積ん

だボストンやニューヨークの資産家たちが，1840年代にはオ・・イオ州のマ

ッド・リバー・アンド・レーク・イリー鉄道やリトル・マイアミ鉄道に進出し，

さらにミシガソ・サザン鉄道，ミシガン・セントラル鉄道へ進み，50年代に

はイリノイ・セントラル鉄道，南北戦争後シカゴ・バーリントン・アンド・クィ

ンシー鉄道を始めとするグレンジャー鉄道群から，ユニオン・パシフィック

を始めとする各大陸横断鉄道，アチソン・トピカ・アンド・サンタフェ鉄道な

どほとんどすべての大組織で東部資本がリーダーシップを握っていったので

あった6）。鉄道を欲しがっている西部地元の要望を背景に，地元の各自治体

からできるだけ建設資金を出させ，一方ヨーロッパとくにイギリス資本を自

らの信用を背景に導入し，この二つの資金源を背景に，ボストンの対中国貿

易やニューヨークの対ヨーロッパ貿易で蓄積した自らの資産を活用して，ボ

ストン，ニューヨーク，フィラデルフィアの商人たちが鉄道経営に乗りだし

た。その他多くの勢力が西部の鉄道経営に参加した。ニューヨーク・セント

ラル鉄道やペンシルヴァニア鉄道が西方へ伸びていくが，その経営者たち

が東部の鉄道経営でえた経験と資金を武器に西部の鉄道建設に進出した。
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ニューヨーク・セントラル鉄道元社長のエラスツス・コーニング，イリー鉄道

のジェイ・グールド，ペンシルヴァニア鉄道のJ．エドガー・トムソンらであ

る7）。これらの鉄道経営はつねに土地投機と結びついていた。この時期の西

部の鉄道建設や土地投機は新しい都市を作っていくことを意味し，これらの

活動は同時に進行していくが，これらの一連の経済活動に多くの分野の人々

が参加した。ニューヨークの生命保険会社がその一例である。これは東部の

資本を吸収し，それを西部の鉄道建設と土地投機に活用していった。アー

サー・ブロンソンおよびその一族，チャールズ・バトラーらが作ったニュー

ヨーク・ライフ・インシュアランス・アンド・トラスト会社やオハイオ・ライフ・

インシュアランス・アンド・トラスト会社は，1830年代から西部の開発に参

加し，イリノイ州，オハイオ州，ミシガン州の鉄道建設において大きな役割

を果し，シカゴ，トレド，ミシガン州ポート・ヒューロンなどの都市の形成

にも参加した8。かれらは東部資本の西部への出先機関の性格の活動をした

が，西部側でそれを受けとめたいわゆるブースターたちといわれる西部の都

市の開発にたずさわった人々も現われた。シカゴのウィリアムB．オグデン

はその代表的存在であり，同様の働きをした人たちがほとんどすべての西部

の新興都市に現われたが，かれらはいずれもが鉄道建設によるとくに都市の

地価の上昇を挺に資産を獲得し，政治力を発揮した，いわぽ鉄道建設の落し

子たちであった。その他，鉄鋼業のアンドルー・カーネギーや農機具生産の

サイラス・マコーミックなども，それぞれの仕事の関係から西部の鉄道建設

や土地投機に参加していった9。

　イリノイ・セントラル鉄道は，1848年ごろから景気が回復し始めた情勢の

なかで，東部資本の西部進出が復活してくる段階の一産物であった。再び西

部開発への投資を再開しようとするこれら投資家群の動向を反映して，鉄道

への土地付与政策の形でワシントンで政治工作が展開され，理論的転換も進

んで10・／，51年2月にイリノイ・セントラル鉄道法案は国会を通過した（鉄道

土地付与案は，ステフェン・ダグラス法案として1850年9月に国会を通過し
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ていた）。イリノイ州は259万5000エーカーの土地を連邦政府から与えら

れ，それは1エーカー2．50ドル以上で販売することを義務づけられ，路線

はオハイオ河とミシシッピ河の合流点からセントラリアまで北上し，そこか

ら一本はシカゴと結び，一本はガレナ経由デューブクと結ぶことが決められ

た。この情勢の下で，主としてボストン，ニューヨークの資産家たち，若干

のフィラデルフィアの資産家たちが投資に乗りだすが，それらは大別して，

第一に30年代のイリノイ州の国内開発債券の所有者たち　　ニューヨーク

のロバート・シャイラー，ジョナサン・スタージェス，モリス・ケッチャム，

ハイラム・ケッチャム，ウィリアム・アスピンウォール，ジョージ・グリスウ

ォルドらとボストンのデヴィッドA．ニール，フランクリン・ヘヴン，ロジ

ャース・ビーメント，トマス・レン・ワード，アボット・ローレンスらおよびイ

ギリスのベアリング商会など　　と，第二に米英戦争の従軍兵への軍役功労

下賜用地への三大都市の数多くの投資家たち，第三にミシガン・セントラル

鉄道関係の投資家たちであった11．。これら東部の資本家の代表を経営陣とし

て建設が始まり，一時に約1000人の敷設労働者によって工事が進められた。

ほとんどが人力に頼る原始的な建設方法で，コレラの流行などの悪条件の下

で建設が進められた12’。5年後の1856年にシカゴーカイロ間の本線が開通

し，シカゴは鉄道中心地としての地位を確立することになった。この会社の

経営にとってもっとも重要であった土地の販売については，「土地局」が組

織され，付与された土地の4／5が“抵当用地”とされ，これを抵当に1700万

ドルの債券が発行されて路線の建設費に充てられた。この土地は6年間の分

割払いで，その条件によって1エーカー5ドルから20ドルで販売された。

“ 自由地”は3年間の分割払いで，20パーセント引きで販売された。宣伝用

のパンフレットが作られ，ヨーロッパまで配布されるが，オハイオ州や東部

からくる農民が多かった。東部の森林地帯に住みなれた農民たちに，平地で

の暮し方，河に頼らないで井戸を掘る方法，この地に適した家の建て方が指

導された13）。50年代初期は土地はほとんど売れなかったが，1855年以降売
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れ始め，地価も上り，1864年までに全体の約半分が1エーカー平均10．77

ルで売れた。残りの半分のほとんどは1871年までに1エーカー平均10．

ドルで売れるが，この土地の売上金は全鉄道路線の建設費の5／6に達した。

その土地の1人当りの平均分譲量は80エーカーを少し超えたとされる14。

全体として，この会社の土地処分は成功したと一般にいわれた。

　イリノイ・セントラル鉄道会社への土地投機は，政府から付与された土地

だけではなく，この会社の経営陣を含む土地投機業者の私的投資の形でもな

された。この場合も，初期のリーダーシップを握ったのはデヴィッドA．

ニールで，かれはH．H．ハンネウェル，ジォナサン・スタージェス，ジョー

ジ・グリスウォルド，モリス・ケッチャムなど，イリノイ・セントラル鉄道の

重役たちを含む有力な投資家を誘って“アソシェーッ・ランド・カンパニィ”

を組織し，沿線の各地に1000エーカーほどずつの土地を買い占めた。とく

に典型的であったのは，駅を中心とする町の土地の買占めであり，鉄道会社

の経営者として前もって路線の通過予定地を知ることができたことから，こ

の鉄道では約10マイル間隔でデヴィッドA．ニールが設計したといわれる

同じ型の町が並んだ。そして，土地投機業者たちは，教会や若干の公共建物

用地を町に寄附するなどの形で町を発展させ，これら鉄道の開通に伴う地価

の上昇によって，あらかじめ買い占めた土地から利益をえたのであった。町

が他の町との競争に勝って，大鉄道中心地として成長したときは，土地投機

業者の利益は大きかった。カンカキー市の場合，“アソシェーッ”は1万

8000ドルを投資したが，1855年3月までに，すでに5万ドルを売り上げ，

さらに10万ドルと評価される土地をまだ保有していたといわれる15‘。これ

らの土地の処分は1880年代までかかって行われるが，全体として投下資本

の数倍の収益がえられたようである16）。

　イリノイ・セントラル鉄道の開通を中心に，2700マイルの鉄道をもつこと

になり，従来の南部との通商に加えて，州のかなりの部分が東部と連絡され

ることになった1850年代のイリノイ州の躍進はめざましかった。人口は50
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年代の10年間に101パーセント増え，もっとも増えたのは鉄道によって開

かれた内陸部の諸郡であった。穀物の積み出しは1850年の200万ブッシェ

ルから61年には5000万ブッシェルに増えた。農場数の増加は39パーセン

トにとどまったが，農場面積は163パーセント増え，農場価値は350パーセ

ント増えた17　e

　次にイリノイ州に続いて鉄道建設が展開されたアイオワ州の場合を見てみ

よう。これは1855年から56年にかけての国会での討論の中で，とくに旧南

部の地域の反対を西部と東部の同盟が押える形で56年5月の土地付与法案

としてまとまり，南から1．バーリントンからプラット河口近くのミズー

リ河上の地点を結ぶ路線　当時バーリントン・アンド・ミズーリ・リバー鉄

道，のちのシカゴ・バーリントン・アンド・クィンシー鉄道，2．デボンポート

からアイオワ・シティ，デモイネ経由，カウンシル・ブラフを結ぶ路線一当

時ミシシッピ・アンド・ミズーリ鉄道，のちのシカゴ・ロックアイランド・アン

ド・パシフィック鉄道，3．リオン市から42度線に沿ってミズーリ河に達す

る路線，当時アイオワ・セントラル・エア・ライン，のちのシカゴ・アンド・

ノースウェスタン鉄道，4．デュブークとシュー・シティ近くでミズーリ河と

結ぶ線，当時デュブーク・アンド・パシフィック鉄道，のちのイリノイ・セン

トラル鉄道，のアイオワ州を横断する四大路線に345万6000エーカーの土

地が付与された18）。付与の方法はイリノイ・セントラル鉄道の場合とほぼ同

じで，路線より両側6マイルの土地が政府のものとして留保される土地と格

子状になる形で与えられ，その土地がすでに占拠されていた場合には，その

外側の15マイル内の土地からこれも格子状に代替地が選ぽれた。鉄道建設

の進行とともに土地が払い下げられた点，土地付与にたいする代価として政

府の軍隊その他の輸送が無料で行われることが規定されたこと，郵便物の運

搬も一定の賃率に押えられたことなどもイリノイ・セントラル鉄道の場合と

ほぼ同様であった。

　アイオワ州では定住の速度が1854年ごろから早まっており，この56年の
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土地付与によってその速度はさらに早まるのであるが，すでに41年の先買

権法，さらに50年の沼沢地付与法によって払い下げられている土地があり，

これと鉄道への付与地が重複して問題が紛糾することになった。鉄道への土

地付与地が確定していくにつれて，すでに占拠されている土地を除いて，鉄

道付与地への定住は禁止されていくが，これも必ずしも守られず，また先買

権法の場合は定住者たちが必ずしも法規に従った正当な住み方をせずに，い

わぽごまかしの「定住」をしている場合も多く，沼沢地の払い下げの場合

は，郡の役人たちが沼沢地を査定する場合に，必ずしも湿潤地でない，普通

の土地を沼地と査定している場合が少なくなく，鉄道会社は主としてこれら

“不法な”定住者たちと紛争を起すことになった。そしてそれを監督する州

政府とワシントンの土地局の政策が一致せず，しかもそれが時とともに事情

に応じて変化したことから，早急に定住が進んでいくなかで，州当局と鉄道

会社と定住者たちが土地の払い下げをめぐって激しく対立する局面が各所に

展開された。

　たとえぽシカゴ・バーリントン・アンド・クィンシー鉄道の場合を見れぽ，

ジョンM．フォーブス，H．　P．キッダー，ジョンN．A．グリスウォルドらの

東部資本を背景に，58年から地元の資金の援助をえながら建設を始め，59

年には80マイルを建設し終り，30万7200エーカーの土地を払い下げられ

るが，このうち鉄道会社の手に入ったのは23万工一カーだけで，残りは沼

沢地法払下地が約6万工一カー，先買権法による定住地が1万6000エー

カー，計7万6000エーカーでは住みついた人々が権利を主張していた19’。

その後1861年にはワシントンの土地局が係争中の沼沢地法による払下地の

大部分を鉄道会社に与え，63年までには先買権法によって権利を主張して

いた人々の土地についても，その多くで鉄道会社の権利が認められた20。そ

してごまかしではなく，実際に定住していた人々にたいしては，その数は多

くはなかったが，「改良」の費用を差し引く形で，比較的安価に土地を販売

する制度が生れていった21）。しかし沼沢地法払下地をめぐる対立はその後も
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続き，州の土地局と鉄道会社の間で，60年代後半まで裁判沙汰が続いた。

また不法定住者の場合も，真に定住を希望する者の場合は，農場経営を通じ

て将来の鉄道会社との利害の一致が見込まれたことから，比較的安価に土地

をえることができたが，真の改良には関係のない「不法」定住者たちにたい

しては会社は厳しい態度をとらざるをえなかった。このように，鉄道会社対

定住者の対立が，その間に州政府，土地局，ひいては裁判所をはさんで，

綿々と続いたのであった。
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4．カンザス州の場合

　次いでカンザス州の場合を見てみよう。半乾燥地域と考えられていたカン

ザス州の土地の多くは，ミシシッピ河以東から西部へ押しだされてきたイ

ンディアン諸部族に割り当てられた保留地になっていた。1830～50年のイ

ンディアン移住法によって，約20の部族が州の約り4を占める地域に土地を

割り当てられていた。50年代に入って入植者の数が若干増えて，53，54年

にこれらの土地を入植老に開放する方向へ動き始めた。インディアンたちの

新たな受難の時代が始まった。良識ある白人たち，とくにインディアン関係

の政府の役人たちの間には，インディアンたちにも白人たちと同様少量の土

地を割り当てて，白人社会型の農場経営をやらせようという幻想が消えなか

った。実際には，白人たちが住みこんで草地や森林を開発していくなかで，

インディアンたちが白人たちと競争しながら生活していくことは不可能であ

った。そして，一般の白人たちのなかには，政府とインディアン部族との間

に結ぼれている協定などは知らず，あるいは知っていてもそれを無視して，

インディアン保留地へ不法に定住するものが増えてきた。一方，境界州であ

ったカンザスでは，人口が増えつつある不安定な情勢のなかで，徐々に奴隷

制擁護派と奴隷制反対派の対立が生れつつあった。カンザスを準州として認

めた54年のカンザス・ネブラスカ法案は一応の妥協の産物であったが，片や

北部側のNew　England　Aid　Companyを中心とする奴隷制反対派の入植と，

片やミズーリ州からの圧力を背景にした奴隷制擁護派の衝突は，土地問題と

からんで，この後南北戦争勃発時までこの地を「血ぬられたカンザス」とし

て，暴力で特色づけることになった。カンザス州の東端から，インディアン

保留地へ不法定住者たちや投機業者たちが侵入し始め，奴隷制をめぐる対立

のなかで，新しい対インディアン法が作られ，インディアンとの条約が次々

と更改されて，インディアン保留地が白人定住者たちに解放されていったの
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が属州時代カンザスの土地問題の流れであった。1857，58年ごろにはイン

ディアン保留地は大きく減少し，定住者の数もかなり増えて，鉄道建設が問

題になり始め，今度はインディアン保留地を鉄道が買い占めるという問題が

生じた。

　当時計画され始めていたレベンワース・ポウニー・アンド・ウェスタン鉄道

（のちのカンザス・パシフィック鉄道）や，チャールズ・ロビンソンを中心と

するミズーリ・リバー・アンド・ロッキーマウンテン鉄道，サミュエルC．ポメ

ロイを中心とするサンタフェ鉄道の計画者たちや，当時ようやく町の体裁を

具え始めていたクィンダロ，ワイアンドット，レベンワース，アチソン，ド

ニファンなどの有力者たちが，片やワシントンで土地付与を求める運動を起

すとともに，インディアンたちと個々に折衝して保留地を安価に買収し始め

た。インディアン局の良心的な役人の抵抗を排除して1859～62年に八つの

新しい条約がインディアン諸部族との間に結ぼれた。たとえぽ1860年5月

にデラウェア族と結ぼれた協定は，デラウェア族保留地の南東部に部族員1

人に80エーカーずつを与え，残りの22万工一カーを1エーカーにつき1．25

ドル以下でレベンワース・ポウニー・アンド・ウェスタン鉄道に払い下げると

いうものであった。そしてこのうちのかなりが，鉄道会社の役員や政治家な

どこの協定を工作した人々の手に入った1）。

　1861年にカンザスは準州から州に昇格し，62年にはホームステッド法が

始まり，そのころから鉄道の建設も農民の定住も本格的に始まるが，その後

20年間の開発はめざましく，カンザス州の人口は1860年の約11万人から

1880年には99万人に達した。とくにオ・・イオ，インディアナ，イリノイ，

アイオワ州からの移住が多く，それに東部，南部，ヨーロッパからの移住が

加わって，「カンザス・フィーヴァー」と呼ぽれた開発時代を迎えたが，この

間のインディアン保留地の払い下げ，鉄道会社の付与地への払い下げ2）は大

きく，その他の公的払い下げを加えるとホームステッド法による払い下げと

ほぼ匹敵するほどの規模に達した。鉄道会社への土地付与は835万工一カー
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で，これにインディアンから安価に買い上げた土地と州から払い下げられた

土地195万工一カー，路線用地4万工一カーを加えると総数は1034万工一

カーに達し，これは州全体の土地の約り5に達した3。

　初期のころは鉄道誘致運動も盛んで，鉄道への土地付与を認める風潮が一

般的であったが，部分的な紛争は存在した。とくに南部のチェロキー族と

オーセージ族の土地へは，60年に2000人ほどの開拓民が住みついていた

が，奴隷制問題とからんで政府は騎兵隊を使ってこれを排除しようとし，

100家族が家を失う事件となった。戦後1866年にはチェロキー族の土地の

払い下げ問題は政治化し，内務長官の更迭問題，鉄道会社間の土地払い下げ

をめぐる競争，そして一方開拓民に1エーカー1．25ドルで払い下げるべき

だという運動が重なって，67年には騒然たる状態となった。このころ本格

的に土地の買い占めにのりだしたバーリントン鉄道のジェームズF．ジョイ

と開拓民たちとの争いは激化し，開拓民たちは4000人ほどのチェロキー・ニ

ュー トラル・ランド・リーグを組織して，50年代の紛争やインディアンとの

闘いで実力行使に慣れていたことから69年には実力で鉄道会社を襲撃し始

めた。測量隊や路線敷設労働者たちが襲撃され，その器具が壊され，スコッ

ト砦の南では鉄道建設は中止させられた。さらにジ・イから土地を買った農

民も襲撃され，若干名は殺され，多くは追放された。似たような状況がレベ

ンワース・ポウニー・アンド・ウェスタン鉄道やサンタフェ鉄道の沿線にも見

られたが，これらの「土地同盟」の勢力は各地の郡や若干の町，そしてワシ

ントンの政界の一部でもかなりの政治的勢力となり，鉄道の土地政策と対決

する姿勢を示した。また鉄道会社間の競争から相手側の鉄道会社の建設を阻

害するため，これら開拓民の政治力を利用しようとする鉄道会社も現われ，

多様な暴力事件が発生した。ついに地域の警察も統制力を失い，開拓民たち

が警察権を握る状況も現われた。ついに69年夏には州知事の大統領への要

請により，4個中隊が出動する騒ぎとなり，その結果開拓民の多くは土地か

ら追いだされた4）。戦争前から紛争の多発地域であったこと，インディアン
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保留地と鉄道への土地付与が大きな割合を占めたこと，この地域が当時の西
　　　　　　　　　　　へ
部開発の先端にあってホームステッド農民の入植が激しかったことなどの要

因が重なってこのような騒動になったと考えられる。

　鉄道会社側は，政界，法曹界を手なずけることによって自らの立場を強め，

片や開拓民との衝突を避けて，沿線を早急に開発することによって収益を増

すために開拓民と和解しようという政策にでるが，70年代に入ると全西部

の反鉄道感情の昂まりは押えるべくもない情勢となり，インディアン保留地

と鉄道が土地の売買を直接交渉する方式は，鉄道土地付与政策とともに71

年に中止されていった。ホームステッド法による開拓民による入植と鉄道会

社をはじめとする大土地所有者から土地を購入した場合の入植を比較する

と，すでに見たように，カンザス州東部ではインディアン保留地の多くが鉄

道会社の手中に入ったことから，ホームステッド法の施行当時2000万工一

カー，すなわち全体のi13以上が，そしてその他教育関係の土地付与などを

加えると，全体の47パーセントの土地がホームステッド農民には入手でき

ない状況であった5v。大体においてホームステッド法およびそれに附随する

性格の林地造成法によって入手することが可能であった土地は西経97度線

以西の，州東部に比べて未開発の土地が主であったが，その安価さゆえに当

時の各鉄道の一斉の土地売出しと競争して，併行的に売れていった。1863

年から73年の10年間の販売状況は，鉄道がその1／4を占める現金による販

売（その他は連邦政府の払い下げ地，インディアン保留地の払い下げ地，カ

ンザス州所有地の払い下げ地であった）がホームステッド法による入植を若

干上廻る数字となった6〕。そしてホームステッド法によって入手できる土地

が鉄道から遠く，不便な地域にあったことが大ぎく影響して，ホームステッ

ド法の規定通り5年間住み続けて土地の権利を最終的に獲得した農民の数

は，当初の入植者の半数に満たなかった7）。一方，鉄道会社の土地を分割払

いで購入した農民のなかにも，それを払い続けることができずに土地を抵当

に入れたり，小作人の地位に転落したりする者も多く現われ「自由土地」派
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はこの傾向を苦々しい思いで見守った。これらの鉄道にたいして不満を抱く

層が，従来の反鉄道運動と合流して，1870年ごろにはカンザス州において

も，ワシントンの中央政界においてもかなりの発言力をもち始めた。鉄道会

社が大きな土地付与や建設資金援助をえていたこと，それが東部資本の勢力

を背景に沿線の地域に大きな政治力と発言権をもつに至ったこと，さらに鉄

道会社の差別運賃制度，リベート制度にたいする反援が結びついて，反鉄道

の気運が全国的に盛り上った。有名な土地改革運動家たち，インディアナ州

のジュリアンとホルマン，イリノイ州のペイソン，マサチュセッツ州のバト

ラー，ナハイオ州のローレンス，ニューヨーク州のグリーリィらが指導し

て，1871年の鉄道土地付与法廃止を実現するが，カンザス州政界でもこれ

まで鉄道勢力を代表していたポメロイ上院議員が落選するという事態が生じ

た8。

　その後も付与された土地をめぐって紛争が続いた。それは，土地付与を受

けた鉄道会社が，その路線を決定し，その周辺で付与される土地を明確にす

ることによって，ホームステッド法による入植を中止されていた地域を元に

戻すことがおそいという苦情であった。これには土地局の処理，とくに測量

が能率の悪さ，予算の不足によっておくれたという事情，代替地を含めて広

い鉄道予定地を入植禁止にした粗雑な政策9はあったにせよ，鉄道会社が故

意におくらせた側面があった。すなわち，土地登記をおくらせることによっ

て，その土地は課税を免れることができたからである。鉄道が課税を免れた

ことは，まだ人口が少なく，教育など公共政策のための資金不足に苦しんで

いた開拓地の人々にとって大きな打撃であったが，路線の位置と，その周囲

の付与される土地の確定がおくれたことは，とくにユニオン・パシフィック

鉄道中央部とセント・ジョセブ・アンド・デンバー鉄道できびしい問題をひき

起した。これらの沿線ではすでに5年間住みつき，ホームステッド法の条件

を満たしたはずの農民が，鉄道付与地があとから決定したことによってその

権利を奪われるという事態が生じた。ミズーリ・カンザス・アンド・テキサス
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鉄道やレベンワース・ローレンス・アンド・ガルベストン鉄道沿線では，裁

所の命令によって「不法侵入者たち」からとり上げられた土地を，鉄道会

が新しい開拓者たちに改めて売ったため，元からの住人たちは「同盟」を結

成して対抗し，この2種類の「土地所有者たち」の間で垣根や家の破壊，集

団的暴行，殺人事件が70年代を通じて散発し，この間政府の態度が鉄道会

社側を認める方向から，開拓民側を認める方向に転換したこともあって事態

はきわめて複雑な様相を呈した。アレン郡では騒動は80年代後半まで続い

た10。サンタフェ鉄道は州中央部の比較的湿潤な地域を通っていたため，か

なり高価に土地を売ることができたので，早く土地を販売する政策にでた

が，カンザス・パシフィック鉄道は，税金を払わないで，なるべく長く土地

をもち続け，その後の地価の上昇を期待する政策を採った。とくにこの鉄道

は開拓民に土地を販売したあとも5～6年間登記をおくらせ，その間税金を

払わない方策をとったので，そのような方法を許されなかったホームステ

ッド農民の憤激を買った。すでに70年代初期から鉄道の未登記の土地に課

税するべきだとする運動が起り，74年にはこの主旨の法案がワシントンの

下院に上程されるが，鉄道勢力の強かった上院でつぶされ，同様の事態が

1876年，1881年，1883年，1887年とくり返された。カンザス州でも，各郡

でカンザス・パシフィック鉄道に課税しようと提訴されるが，判決はいずれ

も鉄道会社に有利に下り，1882年になってもカンザス・パシフィック鉄道が

付与された土地のり6しか登記されておらず，そのため税金を免れた額は年

間25万ドルに達した1；。

　鉄道土地付与地の税金問題は，80年代には全国的な問題となりつつあり，

グレンジャーズ，ファーマーズ・アライアンス，民主党などが鉄道課税派に

参加するとともに，労働騎士団を始め，東部の労働者たちも“自由な土地”

の伝統から反鉄道側に立った。カンザス州出身のプラム上院議員，インゴー

ルズ上院議員らは，インディアナ州のホルマン，イリノイ州のペイソン，ネ

ブラスカ州のヴァン・ウィック上院議員らとともに政治運動を展開した。そ
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して，大土地所有者としての鉄道会社の外に，鉄道会社から数万工一カー単

位で土地を買った大土地所有者の下で，経済的に貧窮した農民のかなり多く

が小作人化していく現象がクローズ・アップされ，鉄道付与地の権利破棄運

動に拍車がかかることになった。かくて1880年代半ぼから部分的に鉄道付

与地の連邦政府への返還が始まるが12，カンザス州ではすでに1876年にレ

ベンワース・ローレンス・アンド・ガルベストン鉄道で3万工一カーの土地が

鉄道会社から取り上げられたし，フォート・スコット線も102万4000エー

カーの土地を与えられていたにも拘らず，わずか2万1341エーカーしか自

らのものにすることはできなかった13。

　また，鉄道会社への地元からの出資も減少していった。1865～66年には，

カンザス州法は鉄道会社の社債発行を承認するのに地元民の過半数がそれを

認めれぽよいとしたが，1876年には2／3の住民が賛成投票しなけれぽならな

いと改められた。また，鉄道建設援助資金についても，1865年には1郡の

援助額は1鉄道会社につき30万ドル以内とされたが，1867年には1マイル

につき4000ドル以内，1887年以降は1マイルにつき2000ドル以内と制限さ

れていった14’。
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むすび

　本稿ではイリノイ州，アイオワ州，カンザス州における鉄道土地付与法の

実態を見たが，その結果三つの点を考察することができる。

　第一は，鉄道会社も含めた大土地投機業者対小農民の土地獲得をめぐる争

いである。すでに南北戦争前から，この二つの流れの対抗は西部開発の方向

を決定づけるものであったが，鉄道土地付与政策段階において両者の対抗関

係はさらに明白になった。この場合，西部の鉄道が東部の資本を一つの柱と

していたことが注目されなけれぽならない。ニューヨーク・セントラル鉄道

からミシガン・セントラル，ミシガン・サザン鉄道を経てグレンジャー諸鉄道

へ，さらにユニオン・パシフィック，セントラル・パシフィックやノーザン・

パシフィック，テキサス・パシフィックなども東部資本の進出なしには現実

化できなかった。ここに多くの鉄道企業家たちが現われ，東部の資本，地元

からの出資，外国資本の導入を三本柱に未開の広大な地域に鉄道を建設して

いったのであるが，鉄道付与地はこれらの活動を刺戟する触媒の働きをした

のであった。

　片や東部の労働者乃至貧困者層や中西部の零細農民たちは，資金らしい資
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金をもたず，ほとんど自らの労働力だけを頼りに西部開発に参加したが，か

れらは自分の生活を保証してくれる小面積の土地を手に入れるために，局地

的にも，全国的政治の場でも大土地投機業者たちと競争しなけれぽならなか

った1。行論の途中で見たように，西部開発の現象面では両者の相互依存関

係が見られた。鉄道会社は沿線開発のためには小農民の定住が必要であっ

て，多くの誘致方策が採用された。開拓農民たちにとって交通手段の存在は

不可欠であった。とくに対インディアンの面では両者の間に共通の利害が見

られた。しかしこのような現象面での共存関係の背後には，東部からもち越

され，西部で展開された基本的な対立関係があった。この対立関係は70年

代以後西部での余剰地が減少するにつれて激化し，グレンジャー運動やポピ

ュリズム，それと同調した労働運動の形で受け継がれていく。鉄道土地付与

政策が50年代には全国的に認められながら，71年には廃止され，その後も

反鉄道運動を残していく経過は，以上の流れから説明されるべきであろう。

　第二の点は，鉄道土地付与政策時代の鉄道がインディアンたちに決定的な

打撃を与えた点である。本稿で見たように，アイオワ州，ミズーリ州，カン

ザス州のインディアンたちはこの時期にさらに西部へ追い立てられることに

なった。この時期に連邦政府の対インディアン政策は「大居留地方式」から

「集中居留地方式」へ，さらに「小居留地方式」へ変化したといわれる2。

またこの時期の鉄道の発展によって，それまでの対インディアン諸条約がも

っていた永久的性格が薄れて，その場限り的性格のものに変っていったとさ

れる3・。居留地政策の変化をともなう白人たちの進出にたいしてインディア

ンたちが反抗し始め，両者の間の摩擦が激化してくると軍隊が重要な存在に

なってくるが，騎兵隊の活動は鉄道の進出によって決定的に変化することに

なった。機動性が生れたため辺地の砦に孤立した駐屯をすることは必ずしも

必要ではなくなり，物資の補給も容易になった。総じて“インディアン問題

の「最終的解決」は直接的な軍事行動の結果としてではなく，また政府のイ

ンディアンにたいする啓発的な政策の結果としてでもなく，むしろ国中に広
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がった鉄道のインディアンにたいする影響から生じた”4のであった。鉄道

の拡充はインディアンたちの生活様式の存立基盤を破壊し，西部を白人型生

活様式の世界に変えた。土地所有の方法の違いがその根本であったが，軍事

力や技術の導入，部分的な都市社会の形成，白人社会文化の導入において鉄

道は決定的な役割を果した。たとえぽ，1872年に，インディアン問題のコ

ミッショナー，フランシスA．ウォーカーは“ノーザン・パシフィック鉄道

が2年間建設されれぽスー族問題は完全に解決し，二つの大陸鉄道の間の9

万人のインディアンたちはニューヨーク州とマサチューセッツ州のインディ

アンたちと同じように政府に反抗することはできなくなるであろう”とし，

“

南西部に3年間鉄道が建設されれぽ，現在コロラド州，ユタ州，アリゾナ

州，ニュー・メキシコ州を騒がしている諸部族たちは政府の年金受領者の地

位に落ちてしまうだろう”5・として，この時点でのインディアン問題におけ

る鉄道の役割を強調している。この時期の鉄道のインディアンへの影響は，

単に居留地や保留地の収奪にはとどまらなかったのであり，その生存基盤を

根底から揺がせたのであった。

　第三の点は，本稿ではその内容は直接にはとり上げなかったが，鉄道土地

付与政策が鉄道の政治的地位乃至鉄道規制にたいしてもった意味である。

1830年代のアメリカの鉄道建設は各州政府が計画し，認可し，社債発行の

保証をする形で出発した。37年恐慌による各鉄道会社の財政的困難を州政

府が負担しなけれぽならなかったことから各州は多くの困難を経験し，その

結果各州政府は鉄道経営から後退した。その結果1850年代には私企業的鉄

道経営が主力となり，州政府の監督は有名無実となった。西部の鉄道への土

地付与政策は，連邦政府による援助とそれに伴う監督という面を生む6／iとと

もに，それも全体に及ぶものではなかったことから，ここに一種の無政府的

状況が生れ，本稿で見たような西部での土地をめぐっての争いの外，長短距

離問題，リベート問題など鉄道の不正乃至横暴といわれる状況が生れた。こ

の結果，70年代初期のグレンジャー諸立法，そして1877年には最高裁判所

一 31一 31



がそれを認めるという形の鉄道規制態勢が生れることになった。そしてそれ

は80年代の連邦政府による鉄道規制へと進むのであり，西部の土地付与政

策はこのような流れの一つの段階であったといえる。

　〔注〕

1）鉄道付与地の払い下げとホームステッド法による土地の払い下げの比較について

　は，ネブラスカ州ゲージ郡の場合を検証した岡田泰男氏の研究がある。岡田泰男

　『アメリカ公有地制度史の研究：昭和48年，266－267頁。

2／　Ray　A．　Billington，　op．　cit．，　p．661．

3）　Thomas　D，　Clark，　Froηtier　A　｝Rerica．　Tlze　Sto2」，（）f　the↓施srz｛1α力∂AfoveMen　t．

　1959．p，470．

4）　Wilcomb　E，　Washburn，　Tiie　Indiaii　illん〃εガcα．1975．　p．207．

5）　Annual　Report　of　the　Commissioners　of　Indian　Affairs．1872．　p．9．　Wash－

　burn、　op．　cit．，　P．208．

6）　とくに租税問題をめぐっての鉄道と政府の関係は，Leslie　Decker，　Railroads，

Lands，αnd　Polit｛cs、　T｝te　Ta）cation　o∫　the　RaUyoad　La3zd　Grαnts，　1864－1897・

　1964，に精しい。

32
一 32一


